






【その他の管理的職業】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の管理的職
業※１

職業安定業務統計 1,437 1,654 1,813 1,841 1,939 2,112 2,631

地域調整 （新潟：新潟）

※２ 98.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の管理的職
業※１

職業安定業務統計 1,437 1,654 1,813 1,841 1,939 2,112 2,631

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の管理的職
業※１

職業安定業務統計 1,437 1,654 1,813 1,841 1,939 2,112 2,631

地域調整 （群馬：太田）

※２ 100.4

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

2,248 2,8003 1,529 1,760 1,930 1,959 2,064

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,443 1,661 1,820 1,848 1,947 2,121 2,642

2,347 2,923

3 1,692 1,948 2,135 2,168 2,284 2,487 3,099

2,214 2,758

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,597 1,838 2,014 2,045 2,154

3 1,507 1,734 1,901 1,930 2,033

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,421 1,636 1,793 1,821 1,918 2,089 2,602



【その他の管理的職業】

（新潟：新潟）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の管理的職業（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,600～ 2,214 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の管理的職業（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

2,100～ ≧ 1,930 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の管理的職業（マ
ニュアル・作業手順などを参照し
実施できるレベル）

1,600～ 1,507 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の管理的職業（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,500～ 2,487 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の管理的職業（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

2,200～ ≧ 2,168 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の管理的職業（マ
ニュアル・作業手順などを参照し
実施できるレベル）

1,700～ 1,692 ０年

（群馬：太田）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の管理的職業（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,300～ 2,248 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の管理的職業（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

2,000～ ≧ 1,959 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の管理的職業（マ
ニュアル・作業手順などを参照し
実施できるレベル）

1,600～ 1,529 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【研究者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
研究者
※１

職業安定業務統計 1,268 1,459 1,660 1,624 1,711 1,864 2,322

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.3

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

2,037 2,219 2,7643 1,510 1,737 1,976 1,933

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,424 1,639 1,864 1,824 1,922 2,093 2,608



【研究者】

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級研究者（自主自立で業務の
工夫・改善を実施できるレベル）

2,500～ 2,219 １０年

Ｂ
ランク

中級研究者（作業指示を受けて，
自己で工夫・改善を実施できるレ
ベル））

2,000～ ≧ 1,933 ３年

Ｃ
ランク

初級研究者（マニュアル・作業手
順などを参照し実施できるレベ
ル）

1,600～ 1,510 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【機械開発技術者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械開発技術者
※１

職業安定業務統計 1,255 1,445 1,584 1,608 1,693 1,845 2,298

地域調整 （東京：飯田橋）

※２ 114.7

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械開発技術者
※１

職業安定業務統計 1,255 1,445 1,584 1,608 1,693 1,845 2,298

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械開発技術者
※１

職業安定業務統計 1,255 1,445 1,584 1,608 1,693 1,845 2,298

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.3

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

3 1,494 1,720 1,886 1,914

1,901 2,072 2,581

2,196 2,7362,015

2 1,409 1,623 1,779 1,806

1,994 2,173 2,706

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

3 1,478 1,702 1,866 1,894

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,394 1,605 1,760 1,787 1,881 2,050 2,553

2,243 2,7943 1,526 1,757 1,926 1,955 2,059

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,440 1,658 1,817 1,844 1,942 2,116 2,636



【機械開発技術者】

（東京：飯田橋）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開発技術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,500～ 2,243 １０年

Ｂ
ランク

中級機械開発技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

2,000～ ≧ 1,955 ３年

Ｃ
ランク

初級機械開発技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,600～ 1,526 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開発技術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,400～ 2,173 １０年

Ｂ
ランク

中級機械開発技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,894 ３年

Ｃ
ランク

初級機械開発技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,478 ０年

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開発技術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,400～ 2,196 １０年

Ｂ
ランク

中級機械開発技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

2,000～ ≧ 1,914 ３年

Ｃ
ランク

初級機械開発技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,494 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【機械製造技術者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,208 1,390 1,524 1,547 1,630 1,776 2,212

地域調整 （東京：飯田橋）

※２ 114.7

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,208 1,390 1,524 1,547 1,630 1,776 2,212

地域調整 （群馬：群馬富岡）

※２ 97.8

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,208 1,390 1,524 1,547 1,630 1,776 2,212

地域調整 （東京：墨田）

※２ 114.2

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,208 1,390 1,524 1,547 1,630 1,776 2,212

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,208 1,390 1,524 1,547 1,630 1,776 2,212

地域調整 （東京：青梅）

※２ 108.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,208 1,390 1,524 1,547 1,630 1,776 2,212

地域調整 （福島：二本松）

※２ 91.3

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,208 1,390 1,524 1,547 1,630 1,776 2,212

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.3

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

1,940 2,114 2,6333 1,438 1,655 1,814 1,842

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,357 1,561 1,712 1,737 1,831 1,995 2,484

1,488 1,622 2,020

3 1,169 1,345 1,475 1,497 1,578 1,719 2,141

2 1,103 1,269 1,392 1,413

1,882 2,050 2,554

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

3 1,395 1,605 1,759 1,786

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,316 1,514 1,660 1,685 1,775 1,934 2,409

1,811 1,973 2,458

3 1,423 1,637 1,795 1,822 1,920 2,092 2,605

2 1,342 1,544 1,693 1,719

1,973 2,150 2,678

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

3 1,462 1,683 1,845 1,873

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,380 1,587 1,741 1,767 1,862 2,028 2,526

1,594 1,737 2,163

3 1,252 1,441 1,580 1,604 1,690 1,841 2,293

2 1,182 1,360 1,491 1,513

1,982 2,159 2,690

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

3 1,469 1,690 1,853 1,881

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値
別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）

2 1,386 1,594 1,748 1,775 1,870 2,037 2,537



【機械製造技術者】

（東京：飯田橋）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,400～ 2,159 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

2,000～ ≧ 1,881 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,469 ０年

（群馬：富岡）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,100～ 1,841 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,700～ ≧ 1,604 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,300～ 1,252 ０年

（東京：墨田）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,300～ 2,150 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,873 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,462 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,300～ 2,092 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,822 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,423 ０年

（東京：青梅）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,300～ 2,050 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,800～ ≧ 1,786 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400～ 1,395 ０年

（福島：二本松）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

1,900～ 1,719 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,500～ ≧ 1,497 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,200～ 1,169 ０年

]
（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,400～ 2,114 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,842 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,438 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【その他の製造技術者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の製造技術
者※１

職業安定業務統計 1,153 1,327 1,455 1,477 1,555 1,695 2,111

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

1,831 1,996 2,4863 1,358 1,563 1,714 1,740

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,281 1,474 1,617 1,641 1,728 1,883 2,345



【その他の製造技術者】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の製造技術者（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,200～ 1,996 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の製造技術者（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

1,800～ ≧ 1,740 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の製造技術者（マ
ニュアル・作業手順などを参照し
実施できるレベル）

1,400～ 1,358 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【情報通信・通信技術者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
情報処理・通信技
術者※１

職業安定業務統計 1,389 1,599 1,753 1,779 1,874 2,042 2,543

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

2,405 2,9953 1,636 1,883 2,065 2,095 2,207

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,543 1,777 1,948 1,977 2,082 2,269 2,825



【情報処理・通信技術者】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級情報処理・通信技術者（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,500～ 2,405 １０年

Ｂ
ランク

中級情報処理・通信技術者（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

2,100 ≧ 2,095 ３年

Ｃ
ランク

初級情報処理・通信技術者（マ
ニュアル・作業手順などを参照し
実施できるレベル）

1,700～ 1,636 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【その他の技術者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の技術者
※１

職業安定業務統計 1,250 1,439 1,578 1,601 1,686 1,838 2,289

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.3

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の技術者
※１

職業安定業務統計 1,250 1,439 1,578 1,601 1,686 1,838 2,289

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

2,165 2,6963 1,472 1,695 1,858 1,886 1,986

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,389 1,599 1,753 1,779 1,873 2,042 2,543

2,188 2,7253 1,488 1,713 1,879 1,906 2,007

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,404 1,616 1,772 1,798 1,893 2,064 2,571



【その他の技術者】

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の技術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,500～ 2,188 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

2,000～ ≧ 1,906 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,488 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の技術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,400～ 2,165 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,886 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,472 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【経営・金融等の職業】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
経営・金融等の職
業※１

職業安定業務統計 1,360 1,565 1,716 1,742 1,835 1,999 2,490

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
経営・金融等の職
業※１

職業安定業務統計 1,360 1,565 1,716 1,742 1,835 1,999 2,490

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.3

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

3 1,619 1,863 2,043 2,074

2,061 2,245 2,796

2,380 2,9642,185

2 1,527 1,758 1,927 1,956

2,161 2,354 2,932

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

3 1,602 1,843 2,021 2,052

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,511 1,739 1,907 1,935 2,039 2,221 2,766



【経営・金融等の職業】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級経営・金融等の職業（自主自
立で業務の工夫・改善を実施でき
るレベル）

2,600～ 2,354 １０年

Ｂ
ランク

中級経営・金融等の職業（作業指
示を受けて，自己で工夫・改善を
実施できるレベル））

2,100～ ≧ 2,052 ３年

Ｃ
ランク

初級経営・金融等の職業（マニュ
アル・作業手順などを参照し実施
できるレベル）

1,700～ 1,602 ０年

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級経営・金融等の職業（自主自
立で業務の工夫・改善を実施でき
るレベル）

2,600～ 2,380 １０年

Ｂ
ランク

中級経営・金融等の職業（作業指
示を受けて，自己で工夫・改善を
実施できるレベル））

2,100～ ≧ 2,074 ３年

Ｃ
ランク

初級経営・金融等の職業（マニュ
アル・作業手順などを参照し実施
できるレベル）

1,700～ 1,619 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【その他の専門的職業】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の専門的職
業※１

職業安定業務統計 1,212 1,395 1,530 1,553 1,635 1,782 2,219

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

2,099 2,6133 1,427 1,643 1,802 1,829 1,926

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,347 1,550 1,700 1,725 1,817 1,980 2,465



【その他の専門的職業】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の専門的職業（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,300～ 2,099 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の専門的職業（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,829 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の専門的職業（マ
ニュアル・作業手順などを参照し
実施できるレベル）

1,500～ 1,427 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【一般事務員】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
一般事務員
※１

職業安定業務統計 1,075 1,237 1,357 1,377 1,450 1,580 1,968

地域調整 （鹿児島：鹿児島市）

※２ 90.6

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
一般事務員
※１

職業安定業務統計 1,075 1,237 1,357 1,377 1,450 1,580 1,968

地域調整 （鹿児島：熊毛）

※２ 87.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
一般事務員
※１

職業安定業務統計 1,075 1,237 1,357 1,377 1,450 1,580 1,968

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
一般事務員
※１

職業安定業務統計 1,075 1,237 1,357 1,377 1,450 1,580 1,968

地域調整 （東京：飯田橋）

※２ 114.7

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
一般事務員
※１

職業安定業務統計 1,075 1,237 1,357 1,377 1,450 1,580 1,968

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.3

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
一般事務員
※１

職業安定業務統計 1,075 1,237 1,357 1,377 1,450 1,580 1,968

地域調整 （鹿児島：鹿児島）

※２ 90.6

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載

（基本給・賞与支給の時給換算平均値）
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

1,774 2,210

1,393 1,517 1,8903 1,033 1,188 1,303 1,323

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 974 1,121 1,230 1,248 1,314 1,432 1,783

3 1,307 1,504 1,650 1,674 1,763 1,921 2,393

1,881 2,3433 1,280 1,473 1,616 1,639 1,726

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,207 1,389 1,524 1,546 1,628

1,861 2,318

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,233 1,419 1,557 1,580 1,663

3 1,266 1,457 1,598 1,622 1,708

1,812 2,257

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,194 1,374 1,508 1,530 1,611 1,755 2,187

3 1,002 1,153 1,265 1,283 1,351 1,472 1,834

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）

1,517 1,890

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 945 1,087 1,193 1,210 1,275

3 1,033 1,188 1,303 1,323 1,393

1,389 1,730

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 974 1,121 1,230 1,248 1,314 1,432 1,783



【一般事務員】

（鹿児島：鹿児島市）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級一般事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

1,600～ 1,517 １０年

Ｂ
ランク

中級一般事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル）

1,400～ ≧ 1,323 ３年

Ｃ
ランク

初級一般事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,100～ 1,033 ０年

（鹿児島：熊毛）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級一般事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

1,600～ 1,472 １０年

Ｂ
ランク

中級一般事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル）

1,300～ ≧ 1,283 ３年

Ｃ
ランク

初級一般事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,100～ 1,002 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級一般事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,000～ 1,861 １０年

Ｂ
ランク

中級一般事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル）

1,700～ ≧ 1,622 ３年

Ｃ
ランク

初級一般事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,300～ 1,266 ０年

（東京：飯田橋）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級一般事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,100～ 1,921 １０年

Ｂ
ランク

中級一般事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル）

1,700～ ≧ 1,674 ３年

Ｃ
ランク

初級一般事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,400～ 1,307 ０年

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級一般事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,100～ 1,881 １０年

Ｂ
ランク

中級一般事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル）

1,700～ ≧ 1,639 ３年

Ｃ
ランク

初級一般事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,300～ 1,280 ０年

（鹿児島：鹿児島）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級一般事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

1,900～ 1,517 １０年

Ｂ
ランク

中級一般事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル）

1,400～ ≧ 1,323 ３年

Ｃ
ランク

初級一般事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,100～ 1,033 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【その他の一般事務の職業】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の一般事務
の職業※１

職業安定業務統計 1,136 1,308 1,434 1,455 1,532 1,670 2,080

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

1,804 1,967 2,4503 1,338 1,540 1,689 1,714

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,262 1,453 1,593 1,617 1,702 1,855 2,311



【その他の一般事務の職業】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の一般事務の作業
（自主自立で業務の工夫・改善を
実施できるレベル）

2,100～ 1,967 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の一般事務の作業
（作業指示を受けて，自己で工
夫・改善を実施できるレベル））

1,800～ ≧ 1,714 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の一般事務の作業
（マニュアル・作業手順などを参
照し実施できるレベル）

1,400 1,338 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【会計事務員】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
会計事務員
※１

職業安定業務統計 1,189 1,369 1,501 1,523 1,604 1,748 2,177

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

1,889 2,059 2,5643 1,400 1,612 1,768 1,794

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,321 1,521 1,668 1,692 1,782 1,942 2,419



【会計事務員】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級会計事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,200～ 2,059 １０年

Ｂ
ランク

中級会計事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル））

1,800～ ≧ 1,794 ３年

Ｃ
ランク

初級会計事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,500～ 1,400 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【生産関連事務員】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
生産関連事務員
※１

職業安定業務統計 1,144 1,317 1,444 1,465 1,543 1,682 2,095

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.3

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
生産関連事務員
※１

職業安定業務統計 1,144 1,317 1,444 1,465 1,543 1,682 2,095

地域調整 （東京：飯田橋）

※２ 114.7

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
生産関連事務員
※１

職業安定業務統計 1,144 1,317 1,444 1,465 1,543 1,682 2,095

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
生産関連事務員
※１

職業安定業務統計 1,144 1,317 1,444 1,465 1,543 1,682 2,095

地域調整 （神奈川：川崎）

※２ 110.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

1,852 2,307

3 1,335 1,537 1,685 1,710 1,801 1,963 2,445

1,981 2,467

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,260 1,450 1,590 1,613 1,699

3 1,347 1,551 1,701 1,725 1,817

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,271 1,463 1,604 1,628 1,714 1,869 2,328

1,929 2,403

3 1,391 1,601 1,756 1,781 1,876 2,045 2,547

2,002 2,494

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,312 1,511 1,656 1,680 1,770

3 1,362 1,568 1,719 1,744 1,837

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,285 1,479 1,622 1,645 1,733 1,889 2,353



【生産関連事務員】

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級生産関連事務員（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,500～ 2,002 １０年

Ｂ
ランク

中級生産関連事務員（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,800～ ≧ 1,744 ３年

Ｃ
ランク

初級生産関連事務員（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400～ 1,362 ０年

（東京：飯田橋）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級生産関連事務員（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,300～ 2,045 １０年

Ｂ
ランク

中級生産関連事務員（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,800～ ≧ 1,781 ３年

Ｃ
ランク

初級生産関連事務員（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400～ 1,391 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級生産関連事務員（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,200～ 1,981 １０年

Ｂ
ランク

中級生産関連事務員（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,800 ≧ 1,725 ３年

Ｃ
ランク

初級生産関連事務員（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400 1,347 ０年

（神奈川：川崎）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級生産関連事務員（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,200～ 1,963 １０年

Ｂ
ランク

中級生産関連事務員（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,800～ ≧ 1,710 ３年

Ｃ
ランク

初級生産関連事務員（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400 1,335 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【事務用機器操作の職業】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
事務用機器操作の
職業※１

職業安定業務統計 1,114 1,282 1,406 1,427 1,503 1,638 2,040

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.3

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
事務用機器操作の
職業※１

職業安定業務統計 1,114 1,282 1,406 1,427 1,503 1,638 2,040

地域調整 （東京：飯田橋）

※２ 114.7

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
事務用機器操作の
職業※１

職業安定業務統計 1,114 1,282 1,406 1,427 1,503 1,638 2,040

地域調整 （愛知：半田）

※２ 101.8

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

1,768 2,2023 1,202 1,384 1,517 1,540 1,622

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,134 1,305 1,431 1,453 1,530 1,668 2,077

1,879 2,340

3 1,355 1,559 1,710 1,735 1,828 1,992 2,480

1,950 2,429

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,278 1,471 1,613 1,637 1,724

3 1,326 1,526 1,674 1,699 1,789

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,251 1,440 1,579 1,603 1,688 1,840 2,291



【事務用機器操作の職業】

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級事務用機器操作（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,100～ 1,950 １０年

Ｂ
ランク

中級事務用機器操作（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,700～ ≧ 1,699 ３年

Ｃ
ランク

初級事務用機器操作（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400～ 1,326 ０年

（東京：飯田橋）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級事務用機器操作（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,200～ 1,992 １０年

Ｂ
ランク

中級事務用機器操作（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,750～ ≧ 1,735 ３年

Ｃ
ランク

初級事務用機器操作（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400 1,355 ０年

（愛知：半田）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級事務用機器操作（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

1,900～ 1,768 １０年

Ｂ
ランク

中級事務用機器操作（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,600～ ≧ 1,540 ３年

Ｃ
ランク

初級事務用機器操作（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,300～ 1,202 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【営業の職業】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
営業の職業
※１

職業安定業務統計 1,278 1,471 1,613 1,637 1,724 1,879 2,340

地域調整 （大阪：梅田）

※２ 110

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
営業の職業
※１

職業安定業務統計 1,278 1,471 1,613 1,637 1,724 1,879 2,340

地域調整 （東京：木場）

※２ 111.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
営業の職業
※１

職業安定業務統計 1,278 1,471 1,613 1,637 1,724 1,879 2,340

地域調整 （東京：飯田橋）

※２ 114.7

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
営業の職業
※１

職業安定業務統計 1,278 1,471 1,613 1,637 1,724 1,879 2,340

地域調整 （北海道：札幌）

※２ 100.8

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

2,008 2,5003 1,366 1,572 1,724 1,749 1,842

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,288 1,483 1,626 1,650 1,738 1,894 2,359

2,155 2,684

3 1,554 1,789 1,961 1,990 2,096 2,285 2,845

2,213 2,756

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,466 1,687 1,850 1,878 1,978

3 1,505 1,732 1,900 1,928 2,030

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,420 1,634 1,792 1,819 1,915 2,088 2,600

2,191 2,7293 1,490 1,715 1,881 1,909 2,010

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,406 1,618 1,774 1,801 1,896 2,067 2,574



【営業の職業】

（大阪：梅田）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級営業の職業（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,400～ 2,191 １０年

Ｂ
ランク

中級営業の職業（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル））

2,000～ ≧ 1,909 ３年

Ｃ
ランク

初級営業の職業（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,500～ 1,490 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級営業の職業（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,400～ 2,213 １０年

Ｂ
ランク

中級営業の職業（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル））

2,000～ ≧ 1,928 ３年

Ｃ
ランク

初級営業の職業（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,600～ 1,505 ０年

（東京：飯田橋）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級営業の職業（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,500～ 2,285 １０年

Ｂ
ランク

中級営業の職業（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル））

2,000～ ≧ 1,990 ３年

Ｃ
ランク

初級営業の職業（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,600～ 1,554 ０年

（北海道：札幌）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級営業の職業（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,100～ 2,008 １０年

Ｂ
ランク

中級営業の職業（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル））

1,800～ ≧ 1,749 ３年

Ｃ
ランク

初級営業の職業（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,400～ 1,366 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額
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